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第７章 特殊災害対策計画 

 

 

第１節 港湾及び漁港等災害対策計画 

 

 

港湾及び漁港等において発生する船舶火災、油の流出、臨港地区における危険物施設等の

火災に対処するため、災害予防、災害応急対策を計画的かつ迅速、適切に実施するため、具体

的な事項については、本計画の定めるところによる。 

 

第１ 港湾及び漁港等防災対策の対象となる区域 
 

１ 港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第２条に定める港湾区域及びその臨港地区 

（1） 鴛泊港港湾区域（港湾管理者：利尻富士町長） 

（2） 鴛泊港鬼脇港区域（港湾管理者：利尻富士町長） 

 

２ 漁港法（昭和 25 年法律第 137 号）第２条に定める漁港区域 

（1） 本泊漁港漁港区域      （管理者：北海道知事） 

（2） 本泊漁港大磯分港漁港区域（     〃      ） 

（3） 雄忠志内漁港漁港区域   （     〃      ） 

（4） 旭浜漁港漁港区域      （     〃      ） 

（5） 南浜漁港漁港区域      （     〃      ） 

 

第２ 関係機関の業務の大綱 

港湾及び漁港等における防災対策を推進するため、各関係機関の実施する事項は 「第１章 第６

節 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱」によるほか、次のとおりとする。 

１ 町 

（１） 災害予防、消火活動、災害応急対策及び災害復旧の実施に関すること。 

（２） 関係機関相互の連絡調整に関すること。 

（３） 港湾区域及び港湾施設等並びに漁港区域及び漁港施設等の良好な状態の維持に関す

ること。 

（４） 災害情報の収集、伝達に関すること。 

（５） 災害時における防疫活動の実施に関すること。 

２ 稚内開発建設部 

 港湾及び航路の直轄工事の計画、施行に関し、防災上留意すべき事項について十分配慮

する。 

３ 宗谷総合振興局稚内建設管理部（利尻出張所） 

漁港及び航路の工事の計画、施行に関し、防災上留意すべき事項について十分配慮する。 

４ 稚内海上保安部 

（１） 海上交通の安全を確保するため、航路標識の維持管理に関すること。 

（２） 災害時における救助、救援、消火活動及び船舶の避難誘導並びに救援物資、人員等の
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海上輸送に関すること。 

５ 北海道運輸局（旭川運輸支局） 

災害時における海上輸送の連絡調整及び港湾、漁港諸作業の調整に関すること。 

６ 稚内地方気象台 

災害時及び災害が起きると予想される場合において必要とする予報（注意報を含む 、）警報

並びに情報等の情報伝達に関すること。 

７ 稚内労働基準監督署 

事業所等の労働災害の防止対策に関すること。 

８ 北海道（宗谷総合振興局） 

（１） 災害予防、災害応急対策の実施に関すること。 

（２） 関係機関相互の連絡調整に関すること。 

（３） 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

（４） 災害時における防疫活動の実施に関すること。 

９ 北海道警察旭川方面稚内警察署 

（１） 災害時における住民の避難誘導及び救助並びに犯罪の予防及び交通の規制等に関する

こと。 

（２） 災害情報の収集及び治安の維持及び啓発、広報等に関すること。 

10 東日本電信電話株式会社北海道支店 

災害時における電報、電話の取扱い及びその確保に関すること。 

11 日本放送協会（旭川放送局） 

災害時における避難情報、災害発生情報等の放送に関すること。 

12 北海道電力株式会社（稚内営業所） 

災害時における電力の円滑な供給に関すること。 

13 その他の関係機関 

（１） 港湾及び漁港関係施設の管理者 

港湾及び漁港関係施設の災害予防、災害応急対策及び保安に関すること。 

（２） 危険物保管等関係施設管理者 

危険物の災害予防及び危険物の保安に関すること。 

（３） 日本水難救済会北海道支部鴛泊救難所、鬼脇救難所 

港湾及び漁港等の防災対策に関すること。 

 

第３ 重要警戒区域の設定 

防災上の重要警戒区域は、港湾区域及び漁港区域とする。 

 

第５ 予防計画 

港湾及び漁港等における各種災害を未然に防止するため、各機関がとるべき処置は次のとおり

とする。 

１ 町（鴛泊港湾管理者 、北海道（漁港管理者） ） 
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（１） 係留施設の維持管理油他危険物等積載船舶の接岸、荷役の安全を確保するため、岸壁

及びその付属施設（防舷材、係船柱）等の改修、岸壁水深の維持に努める 

（２） 火気及び立ち入り禁止の措置 

大量の危険物等荷役中の警備及び監視を厳重にし、関係者以外の火気及び立ち入り禁止の

徹底を図る。 

（３） 化学消化剤等の共同備蓄と事業所相互の応援体制の確立及び指導。 

（４） 危険物等の荷役についての処置 

（ア）荷役に関する保安についての指導 

（イ）消火器具の配備 

（ウ）油流出事故の予防対策及び化学消化剤等の配備 

（エ）関係者以外の立ち入り禁止、火気厳禁の表示の徹底 

（５） 資料及び情報の交換 

入港船舶の危険物積載の状況等、消防活動上あらかじめ掌握しておくことが必要と認められ

る資料及び情報について関係機関と相互に交換する。 

 

２ 稚内海上保安部 

（１） 調査 

防災活動を適切かつ効果的に実施するため、次に掲げる防災関係調査を行う。 

（ア） 港湾及び漁港の状況 

（イ） 防災施設、機材等の種類、分布の状況等救助に必要な機材能力の基礎調査（ひき船、

サルベージ、消火及び油除去作業、潜水作業等） 

（２） 研修訓練 

平常業務を通じ、職員に対して防災に関する指導を行うとともに、随時次の訓練を行うほか、

必要に応じ関係機関の行う訓練に参加し、又は参加を求めるものとする。 

（ア）捜索救助、物資の緊急輸送、油流出事故対策等の防災に関する訓練 

（イ）総合防災訓練 

（３） 指導、啓発 

防災に関し関係機関と緊密な連絡をとり、次の方法により関係者を指導啓発する。 

（ア）海難防止運動、防災に関する講習会の開催、防災参考資料の配付等 

（イ）在港船舶に対する臨船指導 

（４） 海事関係法令の励行 

日常業務において船舶に対する立入検査を実施して、海難の未然防止に努める 

 

３ 北海道運輸局旭川運輸支局 

船舶職員法、船員法等乗組員に関する法令の遵守について監督指導する。 

 

４ 北海道（宗谷総合振興局） 

（１） 町の港湾及び漁港等防災対策計画の樹立及び防災資機材の備蓄について指導する。 
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（２） 町及び関係機関の行う予防対策の連絡調整にあたる。 

 

５ 危険物関係施設の管理者 

（１） 係留施設の維持管理 

危険物積載船舶の岸壁荷役の安全を確保するため、岸壁及びその他付属施設（防舷材、係

船柱）等の改修、岸壁水深の維持に努める。 

（２） 危険物の荷役についての処置 

（ア）荷役に関する保安の指導、監督 

（イ）大量の危険物荷役中の厳重な警備及び監視 

（ウ）油流出事故の予防対策及び化学消化剤等の配備 

（エ）消火器具及び設備の充実 

（オ）関係者以外立ち入り禁止、火気厳禁の表示の徹底 

（３） 従業員の初期消火技術の研修訓練 

 

６ 日本水難救済会北海道支部鴛泊救難所、鬼脇救難所 

水難救助技術の研修及び訓練 

 

第６ 資機材等の整備 

港湾、漁港等における防災対策を円滑かつ適切に推進するため、関係機関は、化学消化剤、オ

イルフェンス等の資機材を整備するよう努めなければならない。 

 

第７ 応急対策 

港湾、漁港等における各種災害に対する応急対策は 「第５章 災害応急対策計画」に定めるも

ののほか、次によるものとする。 

１ 町 

（１） 情報の収集及び関係機関に対する連絡 

港湾及び漁港等における災害の状況を把握するとともに関係機関に連絡する。 

（２） 救助、救出及び避難 

（ア） 災害による人命の救助、救出を行う。 

（イ） 災害の拡大を防ぐため特に必要があると認めるときは、関係地域の居住者、滞在者その

他の者に対して避難のための立ち退きを勧告し、急を要する場合はこれらの者に対して避

難のため立ち退きを指示する。 

（３） 警戒区域の設定 

危険を防止するため特に必要があると認めたときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事

する者以外の者に対して当該区域への立ち入りを制限し、もしくは禁止し、又は当該区域からの退

去を命ずる。 

（４） 消防活動（利尻礼文消防事務組合利尻富士支署） 

（ア） 陸上施設の消火及び延焼防止を行う。 
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（イ） 海上及び係船中の船舶の消火活動は、稚内海上保安部と連絡を密にして行う。 

（ウ） 火災現場においては、消防警戒区域を設定して、法令で定める以外の者に対してその

退去を命じ、又はその区域への出入りを禁止し、もしくは制限する。 

（５） 応急資器材の調達、輸送 

消化剤、オイルフェンス、油処理剤その他応急資器材の調達、輸送を行う。 

（６） 応急措置 

稚内海上保安部と連絡を密にして、流出油による急迫した危険を防止するため、オイルフェン

スの利用、油処理剤の散布等応急措置をとる。 

（７） 危険物施設に対する保安 

火災発生のあるタンク等の冷却及び危険物を安全な場所へ移送、搬出を行う。 

（８） 防疫活動 

災害によって汚染され、又は汚染が予想される地域の防疫活動を実施する。 

（９） 広報活動 

災害の状況、住民の避難、立ち入り禁止等適時適切な情報を広報する。 

（10） 応援要請等 

（ア） 災害の状況に応じ、必要と認めた場合、住民を応急措置の業務に従事させる。 

（イ） 災害の状況に応じ、必要と認めた場合、相互応援協定締結の事業所、又は他の市町村、

関係機関に対して応援を要請する。 

（ウ） 災害の状況に応じ、北海道（宗谷総合振興局）へ、自衛隊の派遣要請について要求す

る。 

 

２ 稚内海上保安部 

（１） 災害の状況により、災害対策基本法第６１条に基づき、漁船、船舶に対する避難勧告・指示

及び避難誘導、救助を行う。 

（２） 消防活動 

消防機関と連絡を密にして、巡視船艇により消火及び延焼の防止を行う。 

（３） 油の拡散防止及び回収、除去等 

（ア） 関係船舶、船主、代理店等に対し、油流出防止処置、拡散防止処置及び除去につい

て指導し、又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の定めるところにより除去を命

ずる。 

（イ） 流出油による急迫した危険を防止するため、オイルフェンスの使用、油処理剤の散布等

の応急処置を行う。 

（ウ） 油回収船による流出油の回収指導にあたる。 

（エ） 事故船からの油類の抜き取り指導にあたる。 

（オ） 流出油の漂着が予想される沿岸水域にオイルフェンス、又は応急オイルフェンスの設置

等の指導を行う。 

（カ） 町及び個人、事業所等に対する自衛措置の指導にあたる。 

（キ） 状況により事故船を移動させ、事故船付近の安全を図るとともに災害の拡大防止の措



第 7 章 特殊災害対策計画 

- 183 - 

 

置をとる。 

（４） 海上交通規制 

（ア） 巡視船艇により危険海域の警戒整理にあたる。 

（イ） 船舶交通の制限、又は禁止を行うほか、必要に応じ出入港を規制する。 

（５） その他 

臨港区域における災害で、海上からの応援が可能なときは巡視船艇により協力する。 

 

３ 北海道運輸局旭川運輸支局 

（１） 海上輸送の連絡調整 

災害その他公共の安全の維持のため必要な場合は、運行業者に航路、船舶、又は輸送すべ

き人員、物資を指定して公開命令を発する。 

（２） 港湾作業の調整 

災害救助その他公共の安全の維持のため必要な場合は、港湾運送業者等に対して公益命

令を発して緊急貨物取り扱いの運送を行わせる。 

 

４ 稚内地方気象台 

災害が発生した場合は、防災会議等の要請に基づき必要とする予報（注意報を含む）警報並び

に情報等を伝達する。 

 

５ 北海道（宗谷総合振興局） 

（１） 情報の収集及び関係機関に対する連絡 

港湾、漁港等における災害状況を把握するとともに関係機関に連絡する。 

（２） 連絡調整 

港湾、漁港等防災対策が円滑に推進するよう関係機関相互の連絡調整を行う。 

（３） 町に対する指示 

被害の拡大防止等応急対策措置のため、町に対し必要な指示を行い、又は他市町村の応援

を指示する。 

（４） 自衛隊の派遣要請 

災害の状況により、又は町の要求により自衛隊の派遣を要請する。 

（５） 町に対する支援 

災害の状況により、専門職員の派遣及び備蓄消化剤等の支給等を行う。 

 

６ 稚内警察署 

（１） 災害情報の収集及び関係機関に対する連絡 

災害警備上必要な情報を収集するとともに関係機関と連絡を密にし、必要に応じその情報を

積極的に通報する。 

（２） 救助、救出 

災害による危険箇所、避難立ち退き地域などを巡視して、避難に遅れた者の発見、救助に努
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める。 

 

また、負傷者は直ちに応急処置をし、状況により救護所等に搬送する。 

（３） 関係機関の行う船舶罹災者の救助、救出について、その作業に必要な地域の確保、交通

規制、整理などを行い、又は協力する。 

（４） 避難 

（ア） 災害の発生により生命、身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、特

に必要があると認めたときは、関係地域の居住者等に対し、早期に自主避難を行うよう勧

告する。 

（イ） 急を要する場合においては、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対して

避難のための立ち退きを指示する （立ち退きを指示した場合は、町長に通知する 。 また、

町長が立ち退きを指示した場合は、これに協力する ）。 

（５） 警戒区域の設定 

災害の発生により生命、身体に対する危険防止のため特に必要があると認めるときは、警戒区

域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対してその区域への立ち入りを制限し、も

しくは禁止し、又はその区域からの退去を命ずる （警戒区域を設定した 。場合は、町長に通知

する ）。 

町長、又は消防職（団）員が警戒区域を設定した場合は、これに協力する。 

（６） 道路交通規制 

災害発生により道路における交通に危険が生ずるおそれがあるときは、一時歩行者、又は車

両の通行を禁止し、若しくは制限する。 

（７） 犯罪の予防、鎮圧 

（ア） 避難した罹災者の留守家庭及び避難者収容所に対して必要に応じ警戒員を派遣する

ほか重点的な巡視を行う。 

また、復旧物資をめぐる経済事犯の取り締まり、物資集積所における盗難などの予防、

検挙等にあたり、被災地域の治安を維持する。 

（イ） 被災地における補償その他利害関係に基づく対立紛争事案に対しては、その情報を収

集し、関係機関に通報して事故防止にあたる。 

（８） 危険物施設に対する治安 

（ア） 石油、火薬などの危険物については、災害を拡大するおそれが大きいので、その施設周

辺の立ち入り禁止、付近住民等の避難そのほか危険防止措置を講じる。 

（イ） 関係機関の行う保安措置について積極的に支援、協力する。 

（９） 広報活動 

警備上必要な災害の状況、住民等の避難、立ち入り禁止、交通規制等その他治安維持に必

要な事項について広報を行う。 

 

７ 宗谷総合振興局保健環境部（稚内保健所） 

災害によって汚染され、又は汚染が予想される地域の防疫を行う。 
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８ 東日本電信電話株式会社北海道事業部 

（１） 災害時における非常及び緊急通信の取り扱い並びにその実施 

（２） 災害時において、必要に応じて電話及び電報の利用を制限し、重要通信の確保を図る。 

 

９ 日本放送協会（旭川放送局） 

人心の安定のための災害時における災害救助、復旧の状況を適時放送する。 

 

10 北海道電力株式会社稚内営業所 

災害時における家庭、事業所等への電力の円滑な供給を図る。 

 

11 その他の団体 

（１） 港湾、漁港施設の管理者 

（ア） 災害時における港湾、漁港関係施設の保全に万全を期する。 

（イ） 自己の事業所に災害が発生した場合は、直ちに関係機関に通報連絡するとともに自衛

消防力を持って初期消火等に努める等適切な措置を講ずる。 

（ウ） 災害時において、自己の事業所等に災害の発生もしくはそのおそれがない場合において、

他の事業所、又は関係機関から応援を求められた場合は、直ちに応じるものとする。 

（２） 危険物関係施設の管理者 

（ア） 災害時における危険物の保安に万全を期する。 

（イ） 自己の事業所に災害が発生した場合は、直ちに関係機関に通報連絡するとともに自衛

消防力を持って初期消火等に努める等適切な措置を講ずる。 

（ウ）災害時において、自己の事業所等に災害の発生、又はそのおそれがない場合において、

相互応援協定締結の事業所、又は関係機関から応援を求められた場合は、直ちに応じる 

ものとする。 

12 日本水難救済会北海道支部鴛泊救難所、鬼脇救難所 

災害時において、自ら、又は関係機関の求めに応じて水難者の救助を行う。 

 

第８ 災害に対する体制 

港湾、漁港における災害に対処する体制は、次のとおりとする。 

１ 港湾区域、漁港区域、臨港区域において大規模な船舶火災が発生し、総合的な応急対策の

実施が必要な場合は、町の防災会議が中心となり災害対策を推進するものとする。 

この場合、災害に関係のある機関（民間の事業所等も含む ）の代表者をもって組織する連絡機

関を設けて防災に対する連絡調整を行うものとする。 

２ 港湾区域内における船舶の火災については、昭和４３年３月２９日海上保安庁長官と消 

防庁長官との間に締結された「海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚

書」に基づき、昭和５８年１２月１５日稚内海上保安部長と利尻礼文消防事務組合管理者との間
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に締結された船舶消火に関する業務協定により対処するものとする。 

 

第９ 相互応援計画 

１ 災害時においては、各関係機関相互、又は企業間相互で必要に応じて応援し合うものとし、応

援協定のある場合はそれに従うものとする。 

２ 自衛隊の派遣は、北海道地域防災計画の「自衛隊派遣要請計画」に基づき町から知事（宗谷

総合振興局）へ要請を要求するものとする。 

３ 危険物関係施設及び港湾、漁港関係施設の管理者並びに日本水難救済会北海道支部鴛泊

救難所・鬼脇救難所は、港湾等防災対策上関係機関から要請があった場合は、保有する諸資

機材等をもってこれに協力する。 

 

第 10 防災訓練 

町防災会議は、港湾、漁港等における災害応急対策を円滑に実施するため、関係機関と協力し

て港湾等防災対策訓練を行うものとする。 
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第２節 航空災害対策計画 
 

第１ 基本方針 

町の区域において、航空機の墜落炎上等により多数の死傷者を伴う大規模な事故（以下「航空災害」

という。）が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防

ぎょし被害の軽減を図るため、町及び防災関係機関が実施する各種の予防、応急対策については、こ

の計画の定めるところによる。 

 

第２ 災害予防 

関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力し、航空災害を未然に防止するため必要な予防対

策を実施するものとする。 

 

１ 実施事項 

（1） 東京航空局道内各空港事務所、空港管理事務所 

ア 航空運送事業者に航空交通の安全確保に関する情報を適時・適切に提供し、航空災害を未然

に防止するため適切な措置をとる。 

イ 迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡を行うための体制の整備を図る。 

ウ 災害時における緊急情報連絡を確保するため、平常時から災害対策を重視した通信設備の整

備・充実に努める。 

エ 職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する。 

オ 災害時における応急活動等に関し、あらかじめ協定の締結を行う等、平常時から関係機関相互

の連携体制の強化を図る。 

カ 災害時の救急・救助・救護、消防活動に備え、資機材等の整備促進に努める。 

キ 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との連

携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずる。 

（2） 航空運送事業者 

ア 航空交通の安全に関する各種情報を、事故予防のために活用し、航空災害を未然に防止する

ため必要な措置を講ずる。 

イ 職員の非常参集体制、応急活動のためのマニュアルの作成等、災害応急体制を整備する。 

ウ 関係機関と相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、関係機関との連

携等について徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置を講ずる。 

 

第３ 災害応急対策 

１ 情報通信 

航空災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合の情報の収集及び通信等は、次に

より実施する。 
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（1） 情報通信連絡系統 

航空災害が発生し､又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統は､次のとおりとする。 

      ア 利尻空港の区域内又は空港区域周辺で発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 発生地点が明確な場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省東京航空局 

管轄空港事務所 

空港出張所・空港管理事務所 

他の航空運送事業者 

北 海 道 

（危険対策局） 

利 尻 富 士 町 

（利尻礼文消防事務組合） 

鴛泊・鬼脇駐在所 

（稚内警察署） 

東 京 航 空 局 

空港出張所 

国（消防庁） 空港管理事務所 

宗谷総合振興局 

（地域政策課） 

航空運送事業者 

北海道警察 

旭川方面本部 

北海道警察本部 警察署 

宗谷総合振興局 

（建設管理部） 

北 海 道 

（総合政策部） 

空港ビル 

地元医師会 

（協定先） 

第一管区 

海上保安部 

鴛泊・鬼脇駐在所 

（稚内警察署） 

北海道警察 

旭川方面本部 
北海道警察本部 

発 見 者 
利 尻 富 士 町 

（利尻礼文消防事務組合） 

宗谷総合振興局 

（地域政策課） 

北 海 道 

（危険対策局） 
国（消防庁） 

近隣消防機関 空港管理事務所 

東 京 航 空 局 

空港管理事務所 当該航空運送事業者 
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   ウ 発生地点が不明な場合（航空機の探索活動） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）救難調整本部は、東京航空事務所に設けられる 

 

 

 

（２） 実施事項 

ア 町及び関係機関は、災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保する。 

イ 町及び関係機関は、災害情報の収集に努めるとともに、把握した情報について迅速に他の関係

機関に連絡する。 

ウ 町及び関係機関は、相互に緊密な情報交換を行い、情報の確認、共有化、応急対策の調整等

を行う。 

 

２ 災害広報 

災害応急対策の実施にあたり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、被災

者の家族等、旅客及び地域住民等に対して行う災害広報は、「第 5 章 第 2 節 災害広報計画」の定

めによるほか、次により実施する。 

（1） 実施機関 

東京航空局空港事務所、空港管理事務所、航空運送事業者、町（利尻礼文消防事務組合）、北

海道、北海道警察、第一管区海上保安本部（稚内海上保安部） 

（2） 実施事項 

ア 被災者の家族への広報 

町及び関係機関は、被災者の家族等からの問合せ等に対応する体制を整えるほか、被災者の

家族等に役立つ次の情報について、正確に、きめ細かく、適切に提供する。 

(ｱ) 航空災害の状況 

(ｲ) 家族等の安否情報 

(ｳ) 医療機関等への情報 

(ｴ) 関係機関の災害応急対策に関する情報 

(ｵ) その他必要な事項 

イ 旅客及び地域住民等への広報 

東京救難調整本部 

利 尻 富 士 町 

（利尻礼文消防事務組合） 

東 京 航 空 局 

空港管理事務所 

札幌航空 

交通管制部 

空港管理事務所 

北 海 道 

（危険対策局） 

警 察 庁 

防 衛 省 

国土交通省 

（航空局） 

海上保安庁 

消 防 庁 

北 海 道 警 察 本 部  

自 衛 隊      

第一管区海上保安部 
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町及び関係機関は、報道機関を通じ、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により次の事項

についての広報を実施する。 

(ｱ) 航空災害の状況 

(ｲ) 旅客及び乗組員等の安否情報 

(ｳ) 医療機関等の情報 

(ｴ) 関係機関の災害応急対策に関する情報 

(ｵ) 航空輸送復旧の見通し 

(ｶ) 避難の必要性等、地域に与える影響 

(ｷ) その他必要な事項 

 

３ 応急活動体制 

（1） 町 

町長は、航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて「第 3 章 第

1 節 組織計画」に定めるところにより応急活動体制を整え、その地域に係る災害応急対策を実施する。 

（2） 北海道 

知事は航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、必要に応じ応急活動体制を整え、

災害応急対策を実施する。 

（3） 防災関係機関の災害対策組織 

関係機関の長は、航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応じて応急

活動体制を整え、関係機関と連携をとりながら、その所管に係る災害応急対策を実施する。 

 

４ 捜索活動 

航空機の捜索活動は、東京救難調整本部を通じて、各関係機関が相互に密接に協力のうえ、それ

ぞれヘリコプターなど多様な手段を活用して行う。 

 

 

５ 救助救出活動 

空港及びその周辺の航空災害時における救助救出活動においては、東京航空局空港事務所等が

行う発生直後の救助救出活動のほか「第5 章 第5 節 救助救出計画」の定めにより実施する。 

 

６ 医療救護活動 

航空災害時における医療救護活動については、「第5章 第15節 医療救護計画」の定めにより実施

する。 

 

７ 消防活動 

航空災害時における消防活動は、次により実施する。 

（1） 利尻礼文消防事務組合は、速やかに航空災害による火災の発生状況を把握するとともに、化
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学消火薬剤等による消防活動を迅速に実施する。 

（2） 町は利尻礼文消防事務組合と連携して、航空災害による火災が発生した場合において、消防

活動の円滑化を図るため、必要に応じて消防警戒区域を設定する。 

 

８ 行方不明者の捜索及び遺体の収容等 

町及び各関係機関は、「第 5 章 第 22 節 行方不明者の捜索及び遺体の収容処理埋葬計画」の定

めにより、行方不明者の捜索、遺体の収容、埋葬等を実施する。 

 

９ 交通規制 

北海道警察等各関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、「第5章 第7節 交通応急

対策計画」の定めにより、必要な交通規制を行う。 

 

10 防疫及び廃棄物処理等 

航空災害時における防疫及び廃棄物処理等は、次により実施する。 

（1） 実施機関 

町、北海道 

（2） 実施事項 

災害に係る航空機が国際線である場合は、空港検疫所等と密接な連携を図りつつ、「第 5 章 第

16 節 防疫計画」の定めるところにより、的確な応急防疫対策を講ずる。 

また、「第 5 章 第 17 節 廃棄物処理等計画」の定めるところにより廃棄物処理等に係る応急対策

を講ずる。 

 

11 自衛隊派遣要請 

航空災害発生時における自衛隊派遣要請については、「第 5 章 第 27 節 自衛隊派遣要請及び派

遣活動計画」の定めるところにより実施する。 

また、要請権者は、自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡先等につ

いて必要な準備を整えておくものとする。 

 

12 広域応援 

町、利尻礼文消防事務組合及び道は、災害の規模により、それぞれ単独では十分な災害応急対策

を実施できない場合は、「第5章 第28節 広域応援・受援計画」の定めるところにより、他の消防機関、

他の市町村、他都府県及び国へ応援を要請する。 

 

第４ 災害復旧 

航空災害により、地域に甚大な被害が生じた場合、町は、被災の状況、地域の特性、被災者の意向等を

勘案し、関係機関との密接な連携のもと、「第 9 章 災害復旧・被災者援護計画」の定めるところにより、

迅速かつ円滑に復旧を進める。 

 


